
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号

婦
人
補
導
院
法

（
婦
人
補
導
院
）

第
一
条
　
婦
人
補
導
院
は
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
を
収
容
し
て
、
こ
れ
を
更
生
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
補
導
を
行
う
施
設
と
す
る
。

２
　
婦
人
補
導
院
は
、
国
立
と
す
る
。

（
補
導
）

第
二
条
　
婦
人
補
導
院
で
行
う
補
導
は
、
規
律
あ
る
生
活
の
も
と
で
、
在
院
者
を
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
及
び
職
業
の
補
導
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
更
生
の
妨
げ
と
な
る
心
身
の
障
害
に
対
す
る
医
療
を
行

う
も
の
と
す
る
。

２
　
在
院
者
に
対
す
る
生
活
指
導
は
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
婦
人
の
自
由
と
尊
厳
と
を
自
覚
さ
せ
、
家
事
そ
の
他
の
基
礎
的
教
養
を
授
け
、
そ
の
情
操
を
豊
か
に
さ
せ
る
と
と
も
に
、
在
院
者
が
勤
労
の
精
神
を
身
に

つ
け
、
そ
の
他
自
主
自
立
の
精
神
を
体
得
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
補
導
は
、
在
院
者
の
個
性
、
心
身
の
状
況
、
家
庭
そ
の
他
の
環
境
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
者
に

も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
類
処
遇
）

第
三
条
　
在
院
者
の
処
遇
は
、
本
人
の
性
格
、
医
療
の
要
否
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
在
院
者
を
適
当
な
級
に
分
類
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
賞
与
金
）

第
四
条
　
職
業
の
補
導
を
受
け
た
者
に
対
し
て
は
、
法
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
賞
与
金
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
己
労
作
）

第
五
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
が
自
己
の
収
支
に
お
い
て
労
作
を
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
と
き
は
、
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
養
）

第
六
条
　
在
院
者
に
は
、
婦
人
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定
の
被
服
及
び
寝
具
を
貸
与
し
、
並
び
に
糧
食
及
び
飲
料
を
給
与
す
る
。

２
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
婦
人
補
導
院
の
規
律
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
被
服
、
寝
具
、
糧
食
又
は
飲
料
の
自
弁
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
健
康
診
断
）

第
七
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
婦
人
補
導
院
の
医
師
に
、
入
院
時
及
び
そ
の
後
少
く
と
も
一
箇
月
に
一
回
、
在
院
者
の
健
康
診
断
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
健
康
診
断
に
あ
た
つ
て
は
、
婦
人
補
導
院
の
医
師
は
、
そ
の
診
断
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
採
血
そ
の
他
の
医
学
的
処
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
面
会
及
び
通
信
）

第
八
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
の
更
生
が
妨
げ
ら
れ
、
又
は
婦
人
補
導
院
の
保
安
上
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
在
院
者
の
面
会
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
し
、
及
び
通
信
に
つ
い
て
、
そ
の
更
生
の

妨
げ
と
な
り
、
又
は
保
安
上
の
支
障
と
な
る
箇
所
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
の
発
受
す
る
通
信
に
よ
つ
て
そ
の
更
生
が
妨
げ
ら
れ
、
又
は
婦
人
補
導
院
の
保
安
上
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
当
該
通
信
の
内

容
を
検
査
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
時
外
出
）

第
九
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
に
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
補
導
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
在
院
者
を
臨
時
に
外
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
賞
）

第
十
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
が
善
行
を
し
、
そ
の
補
導
の
成
績
を
著
し
く
向
上
し
、
又
は
一
定
の
技
能
を
修
得
し
た
場
合
に
は
、
法
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
賞
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
懲
戒
）

第
十
一
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
が
婦
人
補
導
院
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
事
項
に
違
反
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
厳
重
な
訓
戒
を
す
る
こ
と
。

二
　
十
日
を
こ
え
な
い
期
間
謹
慎
室
で
反
省
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
前
項
第
二
号
の
懲
戒
は
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
執
行
を
猶
予
し
、
停
止
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
当
金
）

第
十
二
条
　
在
院
者
が
職
業
の
補
導
を
受
け
る
に
際
し
て
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
死
亡
し
た
と
き
、
身
体
に
障
害
が
残
つ
た
と
き
、
又
は
退
院
時
若
し
く
は
仮
退
院
時
ま
で
に
な
お
ら
な

い
と
き
は
、
法
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
当
金
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
手
当
金
の
う
ち
、
死
亡
の
場
合
の
手
当
金
は
、
本
人
の
遺
族
に
支
給
し
、
そ
の
他
の
場
合
の
手
当
金
は
、
退
院
又
は
仮
退
院
の
際
本
人
に
支
給
す
る
。

（
領
置
）

第
十
三
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
が
所
持
し
、
又
は
在
院
者
に
あ
て
て
送
付
さ
れ
た
金
銭
、
被
服
そ
の
他
の
物
を
領
置
し
て
、
こ
れ
を
安
全
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
存
の
価
値
の
な
い
物
又
は
保
管
に

適
し
な
い
物
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
物
に
つ
い
て
、
在
院
者
が
相
当
の
処
分
を
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
売
却
し
て
そ
の
代
金
を
領
置
し
、
又
は
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
学
校
等
の
援
助
）

第
十
四
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
そ
の
婦
人
補
導
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
矯
正
管
区
の
長
の
承
認
を
経
て
、
学
校
、
病
院
、
事
業
所
、
宗
教
団
体
、
婦
人
団
体
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
に
委
嘱
し
て
、
在
院
者
に
対
す
る
補
導
に

関
す
る
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
を
事
業
所
等
に
か
よ
わ
せ
、
そ
の
他
婦
人
補
導
院
外
で
職
業
の
補
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
矯
正
職
員
、
警
察
官
そ
の
他
の
公
務
員
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
護
具
）

第
十
五
条
　
在
院
者
が
暴
行
又
は
自
殺
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
法
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
護
具
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
保
護
具
の
使
用
は
、
婦
人
補
導
院
の
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
状
態
に
あ
つ
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
る
い
と
ま
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
保
護
具
は
、
被
使
用
者
の
両
手
を
腰
部
に
抑
止
す
る
構
造
の
も
の
と
し
、
そ
の
製
式
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
連
戻
し
）

第
十
六
条
　
在
院
者
が
逃
走
し
た
と
き
は
、
婦
人
補
導
院
の
職
員
は
、
逃
走
後
四
十
八
時
間
内
に
限
り
、
こ
れ
を
連
れ
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
婦
人
補
導
院
の
職
員
に
よ
る
連
戻
し
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
婦
人
補
導
院
の
長

か
ら
連
戻
し
に
つ
い
て
援
助
を
求
め
ら
れ
た
警
察
官
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
在
院
者
の
逃
走
後
四
十
八
時
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
検
察
官
は
、
連
戻
収
容
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
連
戻
収
容
状
に
つ
い
て
は
、
売
春
防
止
法
第
二
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
七
条
第
五
項
中
「
仮
退
院
を
取
り
消
さ
れ
た
者
」

と
あ
る
の
は
、
「
婦
人
補
導
院
か
ら
逃
走
し
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
子
の
保
育
）

第
十
七
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
の
子
で
一
歳
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
適
当
な
保
護
者
又
は
児
童
福
祉
施
設
に
引
き
渡
す
ま
で
の
間
、
婦
人
補
導
院
内
で
保
育
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
子
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
満
一
歳
に
至
つ
た
後
も
、
そ
の
者
に
保
育
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
旅
費
及
び
衣
類
の
給
与
）

第
十
八
条
　
婦
人
補
導
院
か
ら
退
院
し
、
又
は
仮
退
院
す
る
者
が
帰
住
旅
費
又
は
相
当
の
衣
類
を
持
た
な
い
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
に
旅
費
又
は
衣
類
を
給
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
死
亡
者
等
の
遺
留
金
品
）

第
十
九
条
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
中
に
死
亡
し
た
者
の
遺
留
金
品
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
遺
族
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
請
求
者
に
こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
遺
留
金
品
は
、
死
亡
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
同
項
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

３
　
婦
人
補
導
院
に
収
容
中
に
逃
走
し
た
者
の
遺
留
金
品
は
、
逃
走
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
本
人
の
居
所
が
分
明
し
な
い
と
き
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

（
実
地
監
査
）

第
二
十
条
　
法
務
大
臣
は
、
少
く
と
も
一
年
に
一
回
、
そ
の
職
員
を
指
定
し
て
、
婦
人
補
導
院
の
実
地
監
査
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
遇
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
在
院
者
の
処
遇
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

２
　
婦
人
補
導
院
の
長
は
、
在
院
者
の
処
遇
に
関
す
る
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
法
律
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
五
日
法
律
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
）

第
十
条
　
婦
人
補
導
院
法
は
、
廃
止
す
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
金
の
支
給
及
び
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
遺
留
金
品
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
務

は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
法
務
省
の
職
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
八
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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